
クラインガルテン妙高短期区画 ご利用開始までの流れ 

 

１．申込期間 

    お申し込みは、利用開始月の 4か月前にあたる月の 1日から、その月の末日までとし、複数

の場合は抽選となります。お申し込みが無い場合は、その後、先着順にて受け付けます。申

請から利用開始までの手続きに 10日程度かかる場合がございますのでご了承ください。 

      

２．お申込み 

    ホームページより【妙高滞在型市民農園 短期利用許可申請書】をダウンロードの上、メー

ル（推奨）・郵送・FAXのいずれかにてご提出ください。 

    ※①利用代表者及び同居家族、②同居以外の家族・親類・友人・グループのどちらもご記入

が必須となります。また、その中から 1名の連帯保証人（利用代表者を除く）をご選出くだ

さい。（記入見本を参考にご記入ください） 

※申請書にご記名のある方のみご利用いただけます。 

 

３. 利用可否のご連絡 

    募集期間終了後、複数のお申し込みがあった場合は抽選を行い、申込締切日の翌日以降にご

利用の可否をご連絡します。   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

４．ご利用契約に関する手続き開始 

利用決定後、利用許可書を発行します。その後利用契約書を取り交わします。 

※契約書作成にあたり「利用代表者及び連帯保証人の署名、押印、身分証明書の写し」が 

必要です。 

   ※利用料金のお支払いは、指定の期日までに一括で振り込みとなります。 

 

５．ご利用開始 

    ご入居当日は、施設の利用方法や注意事項などについて説明します。（※30分程度） 

ご希望の入居日時は 5日前までにご連絡ください。 

A：利用決定となった場合 

 ご利用契約に関する手続きを開始します。  

B：抽選の結果、利用不可となった場合 

キャンセル待ち登録となります。キャンセルが発生した場合には、抽選結果に基づいた

順番にてご案内します。 

  

 

 


